
　（前　略）

第５条　（略） 第５条　（同　左）

　費等を旅行代理店に、宿泊施設等を手配した場合にあって 　費等を旅行代理店に、宿泊施設等を手配した場合にあって
　は当該宿泊に係る費用（食事に係る費用を除いたものに限 　は当該宿泊に係る費用を宿泊施設等に支払う。この場合に
　る。）を宿泊施設等に支払う。この場合において、宿泊施 　おいて、宿泊施設等に支払う費用は規程による宿泊料の額
　設等に支払う費用は規程による宿泊料の額を上限とし、当 　を上限とし、当該宿泊施設等に支払う額と規程による宿泊
　該宿泊施設等に支払う額と規程による宿泊料の額に差があ 　料の額に差がある場合は、その差額を当該職員等に支払う
　る場合は、その差額を当該職員等に支払うことができる。 　ことができる。

　（後　略）

　　　附　則
　この規則は、令和３年４月１日から施行する。

様式１－１～様式３　（略） 様式１－１～様式３　（同　左）

国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 旅 費 規 則 新 旧 対 照 表

改　　　正　　　前 改　　　正　　　後

２　前項の場合における旅費は、航空券等の手配等の手続を
　旅行代理店に委託した場合にあっては当該委託に係る交通

２　前項の場合における旅費は、航空券等の手配等の手続を
　旅行代理店に委託した場合にあっては当該委託に係る交通


